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タイトル 
渋沢駅周辺（中央工区）土地区画整理事業にかかる 

損害賠償請求事件の判決確定について 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 

控訴審判決：７月１５日 

判決確定 ：７月３１日 

Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 
東京高等裁判所 ７１７号法廷（判決言渡し） 

Ｗｈｏ 

（だれが） 

控 訴 人（原告）  市内在住 女性 

被控訴人（被告）  秦野市 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 

１ 本市が施行した渋沢駅周辺（中央工区）土地区画整理事業

の換地処分により損害を被ったとして、平成２３年１月２６

日に、原告から１６，２６２，７６４円の損害賠償を求める

訴訟を提起されました。 

２ 平成２７年２月２０日、第一審判決（横浜地方裁判所小田

原支部）において、原告の請求の一部を損害として、本市に

５８７，３９４円（文書料及び弁護士費用）の支払いが命じ

られました。 

３ 原告が第一審判決を不服として、平成２７年２月２５日に

控訴を提起しました。 

４ 平成２７年７月１５日、控訴審判決（東京高等裁判所）に

おいて、控訴人（原告）の請求が棄却されました。 

５ 上告期限（７月３１日）までに、控訴人が上告提起又は上

告受理申立てをしなかったため、判決が確定しました。 

Ｈｏｗ 

（どのように） 

Ｗｈｙ 

（なぜ） 

今後の取り組み 

判決で支払いを命じられた損害金５８７，３９４円及び文書

料に係る遅延損害金（３７，３９４円に対する平成１３年１２

月１５日から支払日までの年５分の利息）を支払うものです。 

問い合わせ 
都市部都市整備課市街地整備担当 担当：北村 

電話０４６３（８２）５２４１ 

 

平成２７年８月１８日 

秦野市市長室広報課 


